
 

○小山町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２６年１０月１日 

教委規則第６号 

小山町立図書館条例施行規則（平成３年小山町教育委員会規則第６号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小山町立図書館の設置及び管理に関する条例（平成２６年小山町条

例第１１号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（館内利用） 

第２条 条例第３条第１号に規定する図書館資料を小山町立図書館（以下「図書館」とい

う。）において利用する者（以下「館内利用者」という。）は、条例第４条に規定する

館長（以下「館長」という。）が指定した場所で利用しなければならない。 

２ 館内利用者は、退館するときには、利用した図書館資料を所定の場所に返納しなけれ

ばならない。 

（館内利用者の遵守事項） 

第３条 館内利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 図書館資料を汚損しないこと。 

（２） 図書館内での音読（所定の場所において音読する場合を除く。）、談話その他

他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（３） その他管理上必要な場合、館長の指示に従うこと。 

（館外貸出し） 

第４条 図書館は、図書館資料の館外貸出しを行うことができる。ただし、次に掲げる図

書館資料は、館長が特に認めた場合を除き、館外貸出しを行わないものとする。 

（１） 貴重図書及び郷土資料 

（２） 辞書、辞典、年鑑及びこれらに類する図書館資料 

（３） 法令集、官公報及び新聞 

（４） その他館長が別に指定した図書館資料 

２ 館外貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 町内に居住する者 

（２） 町内に勤務する者 



 

（３） 町内に通学する者 

（４） 館長が広域的な図書館活動を行うために必要があると認めた区域に居住する者 

（５） 前各号に掲げるほか、館長が必要があると認める者 

３ 館外貸出しができる図書館資料の数量は、１人につき、図書にあっては１０冊以内、

図書以外の図書館資料にあっては１点以内とする。ただし、館長が特に必要があると認

めるときは、この限りでない。 

４ 館外貸出しの期間は、図書にあっては２週間以内、図書以外の図書館資料にあっては

１週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（利用者カード） 

第５条 館外貸出しを受けようとする者は、身元を証する書類を提示して図書館利用者カ

ード申込書（様式第１号）を館長に提出し、図書館利用者カード（様式第２号。以下「利

用者カード」という。）の交付を受けなければならない。 

２ 館外貸出しを受けるときは、利用者カードを職員に提示しなければならない。 

３ 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

（利用者カードの返納等） 

第６条 利用者カードの交付を受けた者（以下「利用者カード被交付者」という。）は、

第４条第２項に規定する要件を欠くに至ったときは、速やかに利用者カードを館長に返

納しなければならない。 

２ 利用者カード被交付者は、利用者カードを必要としなくなったときは、遅滞なく館長

に返納しなければならない。 

３ 利用者カードの記載事項に変更があったときは、速やかに図書館利用者カード申込書

記載事項変更届（様式第３号）を館長に提出しなければならない。 

４ 利用者カードを紛失したときは、速やかに図書館利用者カード紛失届（様式第４号）

を館長に提出しなければならない。 

（館外貸出しの停止） 

第７条 館長は、館外貸出しを受けた者が、第４条第４項に規定する期間内に図書館資料

を返納しなかったとき、又は第５条第３項若しくは前条の規定に違反したときは、一定

の期間、館外貸出しを停止することができる。 

（団体等館外貸出し） 

第８条 図書館は、次に掲げる団体等に対して、図書館資料の館外貸出しを行うことがで



 

きる。ただし、第４条第１項ただし書に規定する図書館資料は、館長が特に認めた場合

を除き、館外貸出しを行わないものとする。 

（１） 町内に所在する官公署 

（２） 町内に所在する学校 

（３） 町内に所在する社会教育関係団体 

（４） 町内に所在する社会福祉関係団体 

（５） 町内に所在する自治会その他のコミュニティ組織 

（６） 前各号に掲げるもののほか、館長が適当と認める団体等 

２ 館外貸出しを受けようとする団体等は、図書館利用団体等申込書（様式第５号）を館

長に提出し、その許可を受けなければならない。 

３ 館外貸出しができる図書館資料の数量は、１団体等につき１００冊以内とし、貸出し

期間は、１か月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限り

でない。 

（団体等館外貸出しの停止） 

第９条 館長は、団体等館外貸出しを受けた団体等が、前条第３項に規定する期間内に図

書館資料を返納しなかったときは、一定の期間、団体等館外貸出しを停止することがで

きる。 

（禁止行為） 

第１０条 館外貸出しを受けたものは、貸出しを受けた図書館資料を営利に利用し、又は

第三者に転貸してはならない。 

（移動文庫） 

第１１条 図書館は、町民の読書の利便性に資するため、次の場所を移動文庫とし、図書

の貸出しを行うことができるものとする。 

（１） 小山町役場 

（２） 小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例（昭和５６年

小山町条例第１２号）第２条第１号に規定する小山町立須走地区コミュニティセンタ

ー 

（３） 小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例（令和２年小山町条

例第３１号）第２条に規定する小山町足柄駅前交流センター 

２ 前項に規定する図書の貸出しの実施方法その他移動文庫の実施内容については、館長



 

が別に定める。 

（準用） 

第１２条 図書館以外の図書館資料の利用又は貸出しについては、第２条から第１０条ま

での規定を準用する。 

（寄贈及び寄託） 

第１３条 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書（様

式第６号）を館長に提出しなければならない。 

２ 館長は、前項の寄贈又は寄託を受領するときは、図書館資料寄贈・寄託受領書（様式

第７号）を寄贈者又は寄託者に送付する。 

３ 寄贈又は寄託を受けた図書館資料は、図書館が所有する図書館資料と同様に取り扱う

ものとする。 

４ 図書館資料の寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。 

（図書館資料の複写） 

第１４条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書（様式第８

号）を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 館長は、前項に規定する申込みがあった場合において、複写により著作権法（昭和４

５年法律第４８号）上問題が生じるおそれがあると認めるとき、又はその他複写が適当

でないと認めるときは、当該申込みに応じないものとする。 

３ 複写をしたときは、第１項の許可を受けた者から実費相当額を徴収する。 

（補則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小山町教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の小山町立図書館条例施行規則の規定によってした処分、

手続その他の行為であって、改正後の小山町立図書館の設置及び管理に関する条例施行

規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為と

みなす。 

（小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正） 



 

３ 小山町教育委員会事務局組織規則（平成１７年小山町教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和２年１１月２７日教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２８日教委規則第６号） 

この規則は、令和６年１月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第１３条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

様式第８号（第１４条関係） 

 


